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健康コーナー

●作り方
① Ａをミキサーにかける。
② ボールにホットケーキミッ
　クスと①を入れ、混ぜ合わせ
　る。
③ カップの７～８分目まで②
　を入れる。
④ 蒸し器 10 ～ 15 分で蒸す。

●味なワンポイント
　手作りおやつを作ってみませ
んか。いちごの香りがふんわり
とおいしさを引き立てていま
す。季節に応じてかぼちゃや小
松菜など旬のものを使ったりと
アレンジしていろんな味や香
り、色が楽しめます。

●材料（20 個分）

・いちご……100 ㌘

・卵………………２個

・サラダ油…大さじ３

・牛乳…………50 ㏄

・砂糖………大さじ 2

・レモン汁………少々

・ホットケーキミックス

　　　　　　……200 ㌘

健 康推進課（保健センター）で
は、月に一度、乳幼児を対象

にした身体測定、育児相談や栄養相
談を行っています。また、赤ちゃん
健康診査（３～４か月）の結果で体
重の増え方や発達などでもう一度見
せていただきたい赤ちゃんをお誘い
することもあります。
　身体測定では身長、体重の２つを
測定しています。特に体重は、乳幼
児の成長を確認するのに重要な値で
す。身体測定は赤ちゃん健康診査や
１歳６か月児健康診査でも行ってい
ますが、それまでに期間があり、そ
の前に確認したい、という人はぜひ
利用してみてください。
　また、育児相談というと堅苦しく
感じるかもしれませんが、気になる

ことや誰かに聞いて欲しいこと、さ
さいなことでも構いません。いつも
頑張っていることを誰かに聞いて欲
しくなった時、そんな時に私たちが
お話を聞きます。
　他にも、これを機会にお母さん同
士の交流のきっかけになればと思い
ます。毎回約２０人の参加があり、
すべり台やおもちゃで自由に遊んだ
り、お母さんたちも楽しそうにお話
したりと、笑顔あふれる和やかな雰
囲気です。
　また、希望者には管理栄養士によ
る離乳食体験も行っていますので、
気軽に遊びに来てください。
　キッズフロアの開催日は、広報こ
ばやしで確認いただくか、健康推進
課まで問い合わせください。

いちごの
蒸しパン １個分 

約 70キロカロリー

▲ヘルスメイト　津
つ ご う

郷初
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美さん

　消防車と救急車が同時に救急出
動する「PA 連携」を行っていま
す。これは、救急現場において、
消防隊と救急隊が連携して、救急・
介護活動などを行うことの総称で
す。消防ポンプ車（Pumper）と
救急車（Ambulance）が同時に
出場するものであり、双方の頭文
字から「PA」と名前を付けたも
のです。

　消防車と救急車が来ることで驚
くこともあると思います。また救
急車より消防車が先に到着するこ
とがあります。その時は救急隊が
到着するまでの間、初動隊が必要
な応急処置を行います。いずれの
場合も傷病者の救命、安全、円滑
な活動を目的に行っていますの
で、皆さんのご理解、ご協力をお
願いします。
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中央消防署　℡ 23‐2013

PA 連携出動
をご存知ですか

送り付け商法
にご注意

安心安全

小林警察署　℡ 23‐0110

協働により九州一安心安全なまちへ

●送り付け商法にご注意

　「注文していない商品を勝手に
送り付けられ料金を請求されてい
る」といった送り付け商法の相談
が増えています。
　特に健康食品などを高齢者を
狙って送り付けたり、注文してい
ないのに、注文を受けたなどと電
話をかけてくることが多いようで
す。
　注文していない、買うことを承
諾していないのに一方的に商品が
送られてきても、支払いの義務は
ありませんし、受け取る必要もあ
りません。このような場合は、受
け取りを拒否しましょう。

●ごみの不法投棄は犯罪です

　ごみの不法投棄や不法焼却に関
する通報が増えています。
　産業廃棄物だけでなく、一般家

庭で出たごみも、指定されている
以外の方法で処分すると「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律」違
反になります。
　ゴミを山林や河川に捨てたり、
自分で燃やしたりすると、法律
により５年以下の懲役もしくは
１０００万円以下の罰金という厳
しい処罰を受けます。
　ゴミは決められた方法に従って
ゴミ収集に出しましょう。
　

▲健康推進課

 保健師  白
し ら が さ わ

ケ澤 かよ子
こ

 さん

健康推進課　℡ 23‐0323

A

○どのような時に「PA 連携」出動するのか
・１１９番などの通報を受けた際に心肺機能の停止が疑われるとき
・救急隊だけでは病気やケガをした人の救護や搬送が困難なとき
・交通量の多い場所で急病者や救急隊員の安全を確保する必要があるとき
・ドクターヘリや消防防災ヘリを運用する必要があるとき
・救急車が出動中または現場到着が遅くなり、緊急を要するとき
・その他にも救急隊の活動を支援する必要があるとき


